
 

 

 

 

 

 

 

 

日の出町行政改革推進計画  

２０２６  ２０３３ 

 

 

 

 

 

 

 
令和８年２月 

日 の 出 町  



 

目 次 

 
策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・1 

行政改革大綱・・・・・・・・・・・・・・2 

行政改革推進計画・・・・・・・・・・・・2 

1 計画期間・・・・・・・・・・・・2 

2 重点的に取り組む施策・・・・・・3 

3 進行管理・・・・・・・・・・・・4 

定員管理計画・・・・・・・・・・・・・・5 

1 定員管理の基本的な考え方・・・・5 

2 職員数の目標・・・・・・・・・・5 

資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

1 中期財政収支見通し・・・・・・・6 

2 これまでの取り組みと成果・・・・8 

 



1 
 

策定の趣旨 

 

日の出町では、現状の課題や住民ニーズ、今後の人口動態等を踏まえ、新た

なまちづくりの指針である第六次日の出町長期総合計画を策定しました。 

令和８年度から、長期総合計画において目指すまちの将来像「暮らしたくな

るまち」の実現に向けて、新たな組織体制を整備し、全庁的に取り組みます。 

 本推進計画では、長期総合計画の実現性を確保し、実効性が高く持続可能な

行政サービスを構築することを目指し、公共施設の再編や受益者負担の適正化

など、健全財政を堅持するための行政改革を積極的に進めていきます。 

また、毎年度見直しを行う事業計画や予算編成において、限られた資源を最

大限に活用し、効果的な施策を実施することで、持続可能な行財政運営に努め

ます。 

 長期総合計画に掲げた施策を着実に実施するためには、事務事業全般にわた

る不断の見直しと改善が不可欠であることから、第六次の長期総合計画の策定

にあたり、行政改革の取組と長期総合計画との整合性を重視し、これまで個別

に策定していた行政改革大綱を長期総合計画（基本計画）の政策として位置づ

けることとしました。本推進計画についても、計画期間を一致させ、一体的に

運用していきます。 
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行政改革大綱 

 

行政改革に関する基本的な考え方や取組方針を示す行政改革大綱は、長期総

合計画（基本計画）の政策（基本目標）として位置づけます。これにより、長

期総合計画と一体的な運用を図ることで、不断の行政改革に取り組み、持続可

能な行政基盤を構築し、長期総合計画の実現性を確保していきます。 

  

令和８年度年度以降の行政改革大綱 
 

第六次日の出町長期総合計画（前期基本計画） 基本目標６ 
 
 「持続可能な行財政運営」 

取組施策 

１ 開かれた行政と協働のまちづくりの推進【施策 27】 

２ 広域行政・広域連携の推進【施策 28】 

３ 自立した自治体経営の推進【施策 29】 

４ デジタル化の推進【施策 30】 

５ 脱炭素の推進【施策 31】 

 

 

 

 

行政改革推進計画 

 

行政改革の取り組みは、長期総合計画（前期基本計画）の「基本目標６ 持

続可能な行財政運営」の５つの施策を主軸としながら、その他の基本目標の各

施策をはじめとしたすべての事務事業において、行政改革大綱で示している視

点を持ち、新たな手法も取り入れながら全庁横断的に見直しを進め、業務の効

率化・最適化を図ります。 

 

１ 計画期間 

 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 
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 ２ 重点的に取り組む施策 

 

持続可能な行財政運営の実現に向けて、今後４年間にわたり行政改革を推

進していくにあたって、特に重点的に取り組むべき項目を以下のとおり定め

ます。 

※重点的に取り組む施策には、長期総合計画（前期基本計画）の「基本目標６ 持続

可能な行財政運営」以外の施策のうち、行政改革を推進する際に重要な取組を含め

ています。 

長期総合計画（前期

基本計画）の施策 推進項目 具体的な取組 

【施策 27】開か

れた行政と協働

のまちづくりの

推進 

広聴広報の充実 1.各世代に応じた情報媒体の充実、戦略的な情報発信 

2.広聴の機会の充実等によるまちづくりに参画する機会の確

保 

協働のまちづく

りの推進 

3.多様な主体と連携した地域の課題解決、魅力向上 

【施策 28】広域

行政・広域連携

の推進 

広域連携の推進 4.新学校給食センターの建設・運営の準備（あきる野市との

共同設置） 

5.国際交流と国内交流の促進 

【施策 29】自立

した自治体経営

の推進 

健全な財政運営 6.計画的な財政運営（行政評価、基金残高の確保、特別会計

の安定的な財政運営等） 

7.財政指標に基づく財政の健全性の確保及び正確でわかりや

すい財政状況の公表 

8.自主財源の確保（基幹税の確保、受益者負担の適正化、ふ

るさと納税の推進、ネーミングライツの活用等） 

9.これまでの手法にとらわれない事務事業の見直し 

変化に強い組織

づくり 

10.実行力のある組織体制の整備（各行政分野における応援

体制の確立） 

11.仕事と生活の両立支援の推進（超過勤務手当の抑制） 

12.職員数の適正な管理（公益法人等への職員派遣の見直

し） 

13.多様な経験や知識、専門性、技能を持った人材の育成・

確保（有資格者の職員採用の拡大） 

ストックの適正

化 

14.公共施設の再編と管理運営方法の見直し 

15.普通財産の売却促進 

【施策 20】下水

道の効率的な管

理 

経営の安定化 16.収支構造の適正化に向けた使用料の検証 

【施策 18】公共

交通の充実 

公共交通の再編 17.新たな公共交通のあり方検討 

  18.新技術やシステムの導入検討 

【施策 30】デジ

タル化の推進 

ＤＸ推進方針に

基づくデジタル

化の推進 

19.オンライン化による住民サービスの向上 

20.各種業務のデジタル化の推進 

【施策 31】脱炭

素の推進 

脱炭素の加速化 21.住宅の低炭素化促進 

22.町の事務事業で排出する温室効果ガス削減（ＬＥＤ照

明、次世代自動車の購入促進等） 
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３ 進行管理 

 

 これまでの推進計画において取り組んできた推進項目については、進捗状

況や成果を検証し、引き続き取り組む項目に関しては、長期総合計画（前期

基本計画）の各施策で掲げている主な取組ごとに作成する「事業計画書」

に、「行政改革推進項目」を設定し、各所管課で進捗管理、成果の測定を行い

ます。 

毎年度の進捗状況や成果については、庁内の政策会議で検証を行い、外部

委員で構成する「日の出町総合計画等審議会」へ意見を求めます。これによ

り、見直しや改善を行うＰＤＣＡサイクルを確立し、取組の実行性を高めて

いきます。 

 また、行政改革の進捗状況、検証結果を広く周知するため、毎年度町のホ

ームページで公表します。 
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定員管理計画 

 

１ 定員管理の基本的な考え方 

    

町の定員管理については、これまで行政改革プランをはじめとした各計画

に基づき、定員の適正化に努めてきました。 

令和８年度からは、「人材育成・確保基本方針」、「特定事業主行動計画」に

基づき、多様な経験や知識・技能、専門性を持った人材の育成・確保に取り

組むとともに、仕事と家庭の両立ができる職場環境を整備し、職員の活躍推

進を図っていきます。 

また、組織体制の最適化、ＤＸ推進等による業務の効率化を図り、町の人

口規模・行政需要に見合った適正な職員数を確保することで、行政サービス

の質の維持・向上に取り組みます。 

 

 

２ 職員数の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年次別目標職員数　各年度4月1日現在(任期のない一般職及び再任用職員) 単位：人

R7 R8 R9 R10 R11 R12

総職員数 160 168 170 172 172 172

一般事務 152 158 160 162 162 162

うち暫定再任用（フルタイム） 4 4 6 6 8 4

うち暫定再任用（短時間） 0 0 0 0 0 0

技術系（保健師、建築士など） 8 10 10 10 10 10
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資料編 

 

 

１ 中期財政収支見通し 

 

町の人口増減や社会保障関係経費の伸びなど、現時点で想定する一定の条件

を前提に試算した結果、何ら対策を講じなければ、令和 11 年度には累積の収

支不足額が 1,322 百万円となる見通しです。 
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（参考）中期財政収支見通しの算定要件 
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２ これまでの取り組みと成果 

 

行政改革は、地方自治法に定める「地方公共団体は、その事務を処理する

に当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにしなければならない」、「地方公共団体は、常にその組織及び

運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模

の適正化を図らなければならない」という自治体運営の基本原則を具現化す

る取組です。 

日の出町では、財政の健全性の維持・向上を図るため、昭和 61 年度から行

政改革に取り組み、平成８年度からは「日の出町行政改革大綱」に基づき、

具体的な実施計画として、行政改革（その１）から（その５）までの５次に

わたる行政改革プランを定め、事務事業の整理合理化、民間委託の推進、職

員定数の削減などによる経費の縮減、事務事業の効率化を図ってきました。 

 

計画名 実施期間 主な取組 

行
政
改
革
（
そ
の
１
）
か
ら
（
そ
の
３
） 

平成８年度から 

平成 16 年度 

事務事業の見直し、職員定数削減、給与削減、職員研修の充実

等による住民サービスの向上、組織のスリム化、職員の資質の

向上 

 

組織、給与、定員管理 

・原則退職職員不補充 Ｈ9～ 

・職員定数の削減 

・特別職報酬の削減 

町長 5％、助役・収入役・教育長 4％ Ｈ12～Ｈ13 

町長 10％、助役・収入役・教育長 8％ Ｈ14～ 

・職員給与等の４％削減 Ｈ12～Ｈ13 

・超過勤務手当の縮減、代日休暇の導入 

・職員の出張に伴う日当の廃止 

・旅費、職員手当等の見直し 

・職員研修の充実  

その他 

・普通財産の売却、貸付 

・町税等の収納率の向上 

・使用料、手数料の見直し 

・負担金、補助金等の適正化 

・サンセット方式（一定の期間を設定して効果を測定し、内

容の見直しまたは廃止する方式）の導入 

・議員、消防団員定数の削減 

・国民健康保険税率等の改定 

・庁内ＬＡＮの整備 

・財務会計システムの導入等による事務事業の見直し、住民

サービスの向上 
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計画名 実施期間 主な取組 

行
政
改
革
（
そ
の
４
） 

平成 17 年度から 

平成 21 年度 

社会経済情勢の変化や地方分権に対応した「合理的かつ効率的

で透明な行政運営と健全な財政運営」の推進を図るため、事務

事業全般にわたり見直し 

 

少子化対策として、平成 17 年度に発表した次世代育成プログ

ラムに基づく支援策の実施 

・次世代育成クーポンの支給、次世代育成住宅として町営住

宅の一部の提供を開始 H18～ 

・幼児、児童の医療費の自己負担分の助成 H19～ 

 

その他 

・職員給与等の削減や受益者負担の適正化等による自主財源

の確保 

・職員定数の適正化、業務委託の見直し 

・指定管理者制度の積極的活用 

・補助金・助成金の見直し削減の継続 

行
政
改
革
（
そ
の
５
） 

令和５年度から 

令和７年度 

効率的で安定した行財政運営の確立と実効性が高く持続可能な

行政サービスの提供を目的に以下の６つの柱を軸に８０の推進

項目を設定 

 

１ 合理的・効率的な行政運営の推進（住民の利便性向上、広

域行政、共同運営の推進） 

２ 持続可能な財政運営の構築（財政健全化、歳入維持確保、

歳出削減） 

３ 事務事業の見直しと充実（子育て支援策、高齢者支援策の

見直し） 

４ 組織・人事管理の改革（効率的、効果的な組織運営、職員

の資質向上） 

５ ＤＸの推進（窓口手続きの電子化） 

６ 協働のまちづくり（移住・定住の促進、官民連携の促進） 
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